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介護福祉士の「福祉系高校修学資金」とは

ご利用条件について

○福祉系高校に在学している方で、卒業後、青森県内において介護や福祉等の仕事に就
く予定の方が、「福祉系高校修学資金」の対象です。

○卒業後、または介護福祉士国家試験合格後１年以内に介護福祉士の登録を行う必要が
あります。

○なお、大学や短大、専門学校等に進学した場合は、大学等を卒業後に、介護福祉士の
登録及び介護や福祉等の仕事に就く必要があります。

福祉系高校に在学し介護福祉に関する科目を履修する方は、卒業後に介護福祉士国家試験

に合格することで介護福祉士の資格を取得することができます。

現在福祉系高校に在学中で、介護福祉士の資格の取得を目指す皆さまをサポートするため、

下記のような「福祉系高校修学資金貸付制度」があります。

福祉系高校を卒業した日、または介護福祉士国家試験合格後１年以内に介護福祉士

の登録を行い、青森県内で３年間、介護や福祉等の業務に従事した場合等に、貸付

金の返還が免除されます。

返還の免除について

▶ 以下の費用をお貸しします。

○ （入学時に限る）

○ （年額）

○ （年額）

○ （卒業後、就職する場合に限る）

青森県内で介護福祉士として働きたい方を応援します！

のご案内

▶ 介護福祉士の資格取得後、青森県内で３年間介護や福祉等の業務

に従事することで、貸付金の されます。


